
【令和8年4月1日更新】

以下のいずれかの要件（保育の必要な事由）に該当する場合となります。

会社や自宅等で、月４８時間以上働いている場合

妊娠中で保育の必要性がある場合や、出産後間がない場合 
 （産前８週間から、産後８週間を経過する日の翌日の属する月末までに限る）

病気や障がいのため保育ができない場合

親族の介護や看護をしている場合

災害にあった場合

求職活動をする場合 （ただし、３ヶ月に限る）

就学中である場合

虐待・DVの被害にあっている場合

その他、保育ができない事由がある場合

○ はじめに…

この案内は、「保育の必要な事由（２号・３号認定：下記参照）」に該当する方のためのものです。

教育を目的とする３歳以上のお子さん（１号認定）は、直接、利用先へ申し込んでください。

施設利用の目的 認定区分 対象年齢 利用先

認定こども園

幼稚園

認定こども園

保育所

認定こども園

保育所

地域型保育事業

１． 入所できる条件は？

○

①

就労時間 認定の種類 施設の利用可能時間

保育標準時間認定 １１時間

保育短時間認定 ８時間

月１２０時間未満 保育短時間認定 ８時間

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

教　育 １号認定
（教育標準時間認定）

３歳以上

保　育

※「保育の必要な事由」
に該当していることが

条件となります

２号認定
（保育標準時間認定・

保育短時間認定）
３歳以上

３号認定
（保育標準時間認定・

保育短時間認定）
３歳未満

月１２０時間以上 選択が可能

子育て一番

　  北
茨城
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北茨城市の保育施設を希望する場合

入所希望日の２ヶ月前から受付けます。子育て支援課 保育係で手続きをしてください。

市内保育施設の入園日は毎月１日・１６日になります。１日入所の申込締切日は利用月の前月の１０日、

１６日入所の申込締切日は利用月の前月の２５日になります。申込締切日が休日の場合は締切日を

超えない平日が締切日になりますのでご注意ください。（３ページ：入所申込受付期間を参照）

令和９年４月１日の入所申請は、令和８年１１月頃に受付を行います。

日程は決まり次第、市報８月号および市公式ホームページ等でお知らせいたします。

受付窓口や受付期間が上記と異なる場合があります。お早めにご相談ください。

４月からの入所の場合は、認定事務及び利用調整事務が集中し審査に時間を要することから

翌年２月頃の通知予定となります。（保育料等の通知は別途３月頃に行います。）

利用施設に係る内定通知書の送付は、４月（年度当初）入所の場合のみ行います。

施設の利用開始後、１週間程度は「ならし保育」となり、お迎えが午前中になる場合があります。

２． 入所の申し込み時期は？

○

・

・

・

○ 北茨城外の施設を希望する場合

３． 入所の手続きの流れは？

ＳＴＥＰ２

☆

☆

☆

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ３

ＳＴＥＰ４

ＳＴＥＰ５

利用施設と保護者が面接をします。

利用先の受け入れ可否とその後のお手続きを市から保護者へ電話連絡いたします。

保護者の希望、「保育の必要性」の程度、施設の空き状況などを基に、市が利用調整をして

利用施設を決定します。　（申請締切日～１週間程度）

正式な入所の決定となります。

市に「保育の必要性（２号・３号）の認定」と「利用施設」に係る申請書を提出します。

引き続き年度内は審査にかけ続けます。

※次年度４月１日の入所を希望する

　場合は改めて申請が必要となります。

入所決定 入所不可
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入所希望月 入所希望日 結果連絡

　　１日(水) 令和８年２月頃

　１６日(木) 　　２月１６日(月) 　～ 　　３月２５日(水)

　　１日(金) ※GWに注意 　　３月　２日(月) 　～ 　　４月１０日(金)

　１６日(土) 　　３月１６日(月) 　～ 　　４月２４日(金)

　　１日(月) 　　４月　１日(水) 　～ 　　５月　８日(金)

　１６日(火) 　　４月１６日(木) 　～ 　　５月２５日(月)

　　１日(水) 　　５月　１日(金) 　～ 　　６月１０日(水)

　１６日(木) 　　５月１８日(月) 　～ 　　６月２５日(木)

　　１日(土) 　　６月　１日(月) 　～ 　　７月１０日(金)

　１６日(日) 　　６月１６日(火) 　～ 　　７月２４日(金)

　　１日(火) 　　７月　１日(水) 　～ 　　８月１０日(月)

　１６日(水) 　　７月１６日(木) 　～ 　　８月２５日(火)

　　１日(木) 　　８月　３日(月) 　～ 　　９月１０日(木)

　１６日(金) 　　８月１７日(月) 　～ 　　９月２５日(金)

　　１日(日) 　　９月　１日(火) 　～ 　１０月　９日(金)

　１６日(月) 　　９月１６日(水) 　～ 　１０月２３日(金)

　　１日(火) 　１０月　１日(木) 　～ 　１１月１０日(火)

　１６日(水) 　１０月１６日(金) 　～ 　１１月２５日(水)

　　１日(金) ※年始に注意 　１１月　２日(月) 　～ 　１２月１０日(木)

　１６日(土) 　１１月１６日(月) 　～ 　１２月１６日(水)※

　　１日(月) 　１２月　１日(火) 　～ 　　１月　８日(金)

　１６日(火) 　１２月１６日(水) 　～ 　　１月２５日(月)

　　１日(月) 　　１月　４日(月) 　～ 　　２月１０日(水)

　１６日(火) 　　１月１８日(月)　　～ 　　２月２５日(木)

◆ 令和８年度　入所申請受付期間 （２・３号） ◆

☆申込締切日：原則　入所希望月の前月10日・25日(土曜・日曜日、祝日の場合は前平日）

申請受付期間

　※令和７年１１月２８日まで令和８年
（2026）

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

令和９年
（2027）

1月

２月

３月

締切日より
1週間程度

〇令和9年4月1日入所の入所申請受付期間は

　 令和8年8月頃に市報・市HPへ掲載予定です。

〇１号認定について

 ・ 入所日は上記１日・16日に限定されません。

 ・ 入所希望の場合は 各園へ直接お申込みください。
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４． 申込に必要な書類は？

　申し込みの際は下記の必要書類のほかに、申し込みをするお子さんと保護者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
と、窓口に来る方の本人確認書類（運転免許証等）をお持ちください。

▼共通

申請書一式
≪全員共通≫

〇教育・保育給付認定申請書　 
〇世帯状況調書
〇保育所入所申込書（関本保育所希望者のみ）

申し込みをするお子さん１人につき１部
提出が必要です。

▼保育を必要とする事由を証明する書類（保護者1人につき1部）
事由 提出書類（〇すべて） 備考

外勤、内職 〇就労証明書

就労先（契約先）の方に記載いただいてください。

※育児休業から仕事復帰予定で申込む場合、
　 入所日から1カ月以内の復帰が必要です。
　 （例）4月1日入所　→　5月1日までに仕事復帰

自営業

農林漁業

会社役員

〇就労証明書（事業主自筆）

〇下記のうち該当するもの
　自営業事業主、会社役員
　　…最新の確定申告書の写し
　　　 または、現在事項証明書
　自営業協力者
　　…直近の給与明細書3カ月分
　農林漁業
　　…最新の確定申告書の写し

・祖父母または配偶者が事業主の事業所に就労され
ている場合は、自営業協力者の扱いとなります。

・確定申告書の写しが提出できない場合は、事業開
始届や営業許可証、受注票など、事業の継続や勤務
が確認できる書類の写しを提出してください。

求職活動
〇ハローワーク受付票、または
　雇用保険受給資格証の写し

申請日までに発行が間に合わない場合は申立書で
代用が可能です。

就学
〇在学証明書
〇カリキュラム（時間割）表

職業訓練も含みます。

妊娠・出産
（産前8週～産後8週）

〇母子手帳の写し
　（表紙と出産予定日のページ）

（同居家族等の）
看護・介護

〇申立書（児童の保護者が被介護者の介護をし
ていることの証明）

〇介護・看護を受ける方の状態を証明する医師
の診断書、または、療育手帳・身体障害者手帳
などの写し

・診断書は、病気や怪我などの状態と、それにより看
護や介護が必要であることが記載されているものを
提出してください。
・手帳は、等級と有効期限が確認できるページの写し
を提出してください。

（保護者本人の）
病気・障害

〇医師の診断書
〇療育手帳・身体障害者手帳の写し

・診断書は、病気や怪我などの状態と、それにより児
童の保育を行えないことが記載されているものを提
出してください。
・手帳は、等級と有効期限が確認できるページの写し
を提出してください。

その他
（災害復興等）

お問い合わせください。

▼その他

申請児童または同居家
族が障害をお持ちの場合

〇該当者の療育手帳・身体障害者手帳の写し

ひとり親で祖父母と
同居している場合

〇保護者の健康保険の資格情報が確認できるも
のの写し（資格確認書、資格情報のお知らせな
ど）
〇保護者の直近3カ月分の給与明細の写し

世帯の生計中心者を判定します。求職事由で申請を
する方は提出不要です。

65歳未満の祖父母と
同居している場合

〇祖父母の「保育を必要とする事由」を証明
　 する書類（上表参照）

祖父母の場合、就労証明書は
健康保険の資格情報が確認できるものの写し（資格
確認書、資格情報のお知らせなど）の写しでも代用が
可能です。

北茨城市に
住民票がない保護者

〇マイナンバーが記載されている書類
の写し
（マイナンバーカード、個人番号通知カード等）

※課税情報の参照に利用します。

・左記の書類が提出できない場合は、住民税課税証
明書の提出で代用が可能です。その場合、令和６年
分（令和７年度申告）、令和７年分（令和８年度申告）
のものが必要となります。

・海外に住所がある（もしくはあった）方で課税情報の
確認が取れない方は、勤務先が発行する給与支払証
明書（202４年分、2025年分）が必要となります。

就
労
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入園希望者が保育園等の定員を超えた場合などには提出書類から世帯状況や就労状況を確認し

北茨城市入所選考基準（P.６～７）に基づき点数の高い方から入所を決定します。（利用調整）

めご了解ください。

未申告などの理由により当初の保育料が仮計算となる場合は、申告後に再判定を行います。

年度途中で、世帯状況の変更や税の更正があった場合は、翌月からの保育料を変更します。

月途中で入退所があった場合は、保育料を日割りします。

１年に１回、現況届の提出が必要となります。詳細や提出期限は、年度途中に園を通じて

ご案内いたします。（その際は、就労証明書等の添付が必要です）

「保育の必要な事由」が変わった場合は、手続きが必要となりますので市にご相談ください。

勤務先等が変わった場合は、改めて、就労証明書を提出してください。

既に保育を利用している子どもについては、育児休業中も保育の継続利用が可能です。

認定期間は下記いずれかの短い期間となります。（いずれも保育必要量は「短時間」の認定）

① 育児休業最終日の属する月末まで

② 育児休業に係るお子さんの１歳誕生日の前日が属する月末まで

※当該育児休業に係る子どもが保育施設を利用できない場合であって、育児休業の取得期間を

　延長した場合は、当該育児休業に係る子どもが満１歳に達する日以後の最初の３月３１日まで延長可

保護者の婚姻や離婚、同居世帯員の変更等があった場合などは、市にご相談ください。

家庭で保育ができるようになった場合などは、市にご相談ください。

転出する場合は、必ず、認定終了の手続きをしてください。

５． 選考について

○

○ 選考の結果、「申込者（利用者）が多数いるために希望の施設に入所できない」、あるいは「保

育の必要な事由に該当しないため入所が認められない」などの場合がありますので、あらかじ

６． 保育料の決定方法について

○ 市町村民税課税額（以下「税額」という。）に応じて階層区分が決まり、さらにお子さんの年齢区

分に応じて決定されます。

○ ４月～８月分までは前年度の税額により判定し、９月～翌年３月分までは当年度分の税額によ

り判定します。そのため、年度の途中で保育料が変わることもあります。

○ 家計の主になっている人（生計の中心者）が祖父母であると判断される場合は、父母のほか祖

父母の税額も合算のうえで階層区分を決定します。

○

○

７． 保育料のお支払について

○ 認定こども園のご利用に係る料金のお支払先は、ご利用先の施設となります。

この場合のお支払は、ご利用先の施設との契約内容に従ってください。

○ 保育所のご利用に係る料金のお支払先は、市となります。

この場合のお支払は、原則、【口座振替】といたします。

振替日は毎月２５日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）です。

○

８． 入所後の手続きについて

○

○

○

○

○

○

○
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母 父

30

28

26

28

26

24

22

20

18

15

13

12

30

28

26

28

26

24

22

20

18

15

13

12

29

27

25

27

25

23

21

19

17

14

12

11

3 妊娠　出産 30

30

30

26

20

30

26

20

30

28

24

18

30

26

20

6 災害復旧 40

7 求職活動 1

9 虐待・DV 40

10 不存在 40

11 その他 1～40

【入園の選考について】

入園希望者が保育園等の定員を超えた場合などには、利用調整を行います。
提出書類等で確認した内容に基づき、利用調整指数（基準指数と調整指数の合計）の高い方から入園を決定します。

＜利用調整に関する基準＞

　1.　基準指数【基準指数及び調整指数は、利用調整申込締切日に判断できる入園日時点の事由を対象とする。】

保育にあたる保護者の就労形態等 採点

類型 細目

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　上記以外の月４８時間以上の外勤

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　上記以外の月４８時間以上の内職

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　上記以外の月４８時間以上の外勤

　産前8週～産後8週

　入院している（入院予定を含む）

　常時病臥

　安静を要する

　通院を要する

　身体障害者手帳１・２級、療育手帳マルＡ～B、精神障害者保健福祉手帳１～２級

　身体障害者手帳３級、療育手帳マルＣ、精神障害者保健福祉手帳３級

　身体障害者手帳４級以下

　週５日以上日中週４０時間以上（重度心身障害者等）の介護を常態

　週５日以上日中週３０時間以上の介護を常態

　週４日以上日中週１２時間以上の介護を常態

　週３日以上日中週１２時間以上の介護を常態

　全介護を必要とする場合（重度心身障害者、要介護認定３・４・５程度）

　一部介護を必要とする場合（要介護認定１・２程度）

　支援を必要とする場合（要支援）

　震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合

　求職活動中（起業準備等を含む）

　既に日中、就学・技能習得のため外出を常態

　日中、就学・技能習得が内定している場合

　児童虐待防止法第２条又は配偶者暴力防止法第１条の対象者と認められる場合

　死亡・離婚・行方不明・拘禁など

　上記以外で明らかに保育に当たれない場合

No.
基準　　　
指数

月20日以上

月16日以上

月12日以上

月　8日以上

月20日以上

月16日以上

月12日以上

月  8日以上

月20日以上

月16日以上

月12日以上

月  8日以上

疾病

障害

居宅外

居宅内

8
就学　　　

職業訓練
No1.2を

準用

1

就労　　　
（内定）

自宅外　
労働

外勤

自営

2
自宅内　
労働

自営　　
内職

4
疾病　　　　
障害

5
介護　　　　
看護
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母 父

1 30

2 5

3 15

4 10

5 4

6 5

7 6

8 10

9 10

10 10

11 ※ 5

12 ※ 5

13 1

14 3

15 7

16 10

17 10

18 20

19 ※ 40

同居　　
祖父母

20 ※ -25

21 -5

22 -10

23
滞納月
×-2

計

採点

保育士、保育教諭、幼稚園教諭として就労している又は内定している場合
（就労先が北茨城市内の場合）

保育士、保育教諭、幼稚園教諭として就労している又は内定している場合
（就労先が北茨城市外の場合）

保護者が産前産後休業又は育児休業を終了し、職場復帰をする場合

上記３に該当し、かつ、以前に入園していた施設を希望する場合

ひとり親家庭に準じており、同居者がいない場合

ひとり親家庭で、同居者がいない場合

父母のうちどちらかが単身赴任、入院などにより不在の場合

父母の両方が不存在（死亡など）の場合

生活保護世帯（就労による自立支援目的）

虐待又はDVの恐れがあることに該当する場合

保護者が身体障害者手帳１・２級、療育手帳マルA～B、精神障害者保健福
祉手帳１～２級のうち１つを所持している場合

保護者が視聴覚又は言語に関して身体障害者手帳を所持している場合

未就学の兄弟姉妹が２人以上いる場合

同時に２人以上の申し込みをしている場合

既に兄弟姉妹が保育園等に入園しており、同じ施設を希望する場合

保育園等の転園希望者（住所変更等により通園が困難な場合）

特に調整が必要である場合（要保護児童、生計中心者失業など）

認可外保育児童施設を利用している児童であり、かつ、その施設が保育園
又は認定こども園に移行した場合に、移行後も同じ施設利用を希望する場合

認定こども園に在園している１号認定こどもが、保護者の就労状況等の変更
により、２号認定に切替する場合で、同じ施設利用を希望する場合

同居している児童の祖父母又は兄姉（いずれも１８歳以上６５歳未満、高校
生を除く）が無職、求職中又は月４８時間以上の就労をしていない場合

入園児及び卒園児の保育料を滞納している場合

入園児及び卒園児の保育料の滞納が６ヶ月以上ある場合

保育料が滞納になっている世帯で、納付の督促等に対して誠意ある対応が
見られない場合

＜※のある調整指数について＞

番号１１～１２　それぞれ重複して加算しないものとする。

番号１９　　認定切替の事由が求職活動の場合は除く。

番号２０　　同居の範囲は、同一住所又は同一建物の場合を含む。（疾病等で保育に当たることが出来ない場合は除く。）

＜利用調整指数が同点の場合の優先順位＞

１.北茨城市在住者

２.同居なし母子・父子世帯、生活保護世帯

３.基準指数が高い世帯

４.同世帯に障害者がいる場合

５.既に兄弟姉妹がいる場合

６.養育している未就学児の人数が多い者

７.直近の市民税所得割額の低い世帯（同額の場合は収入の低い世帯を優先）

８.証明書等提出書類がすべて提出されている者

＜入所日及びその他＞

１.入所日は毎月１日と16日とする。なお、1日入所の申込み締切日は利用月の前月の10日とし、16日入所の申込み締切日

　は利用月の前月の25日とする。なお、申込み締切日が休日の場合は締切日を超えない平日とする。

２.求職活動期限は90日とする。

３.この他、やむを得ない事情が生じた場合は、この限りではない。

項目 条件
調整   
指数

就労

病気
障害

その他

減
算
指
数

個
人
減
算

保育料
等滞納

加
算
指
数

個
人
加
算
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　子ども・子育て支援新制度における保育料は、国が定める額を上限として、市町村が定めることとされています。
北茨城市では、次のとおり保育料を策定しました。

【新制度の３つの認定区分をご確認ください】

◆ １号認定 満３歳以上で、教育を希望する場合

（教育標準時間認定） （幼稚園・認定こども園を利用）

◆ ２号認定 満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合

（保育認定） （保育所・認定こども園を利用）

◆ ３号認定 満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合

(保育認定) （保育所・認定こども園等を利用）

【ご注意ください】

① 令和8年4月～令和8年8月の保育料は令和7年度（令和6年中の収入）の市町村民税額、

令和8年9月～令和9年3月の保育料は令和8年度（令和7年中の収入）の市町村民税額に基づき決定されます。

※配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等の控除前の市町村民税額で算定します。

※生計の中心者が祖父母と判断される場合は、父母のほか祖父母の税額も合算します。

② 保育料以外にも、各施設ごとに、別途費用が発生する場合があります。

③ 新制度に移行しない私立幼稚園の保育料については、これまでどおり各幼稚園が定める保育料を支払うことに

なります。（ただし、市内に該当する施設はありません）

【第２子以降の保育料無償化と幼児教育・保育無償化について】

北茨城市では、平成28年4月から、第2子以降の保育料を無償化しています。

市の第2子無償化の対象者は保育所、幼稚園等を利用する子どもの年齢が高い順に2人目以降の子となります。

また、令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まり、1号認定・2号認定の子及び3号の非課税世帯の子の

あわせて、以前は保育料に含まれていた副食費（おかず、おやつ等）の徴収も１号・2号認定の子は下記のとおり
 変わりました。3号認定の子の副食費は今までどおり保育料に含まれます。

○副食費の徴収または免除対象者○

　　子ども・子育て支援新制度における保育料について　　

　※一時預かり利用の子は人数に含めません。

 保育料が無料となりました。

…

…

…

１号認定子ども（小学校３年生の子から数える）

（市）所得階層 所得割額 第１子 第２子 第３子以降
第１階層 生活保護世帯 免除 免除 免除
第２階層 市民税非課税世帯 免除 免除 免除
第３階層 77,101円未満 免除 免除 免除
第４階層 徴収 徴収 免除
第５階層 徴収 徴収 免除

２号認定子ども（未就学の同時入所の子から数える）
（市）所得階層 所得割額 第１子 第２子 第３子以降

第１階層 生活保護世帯 免除 免除 免除
第２階層 市民税非課税世帯 免除 免除 免除
第３～５階層 48,600円未満 免除 免除 免除
第６～７階層① 免除 免除 免除

第６～７階層② 徴収 徴収※ 免除
第８～１４階層 97,000円以上 徴収 徴収※ 免除
①二人親　所得割が57,700円未満、ひとり親等の場合77,101円未満
②二人親　所得割が57,700円以上、ひとり親等の場合77,101円以上

◆副食費の額は園によって異なります。詳細は園にお問い合わせください。◆

77,101円以上

48,600円以上
97,000円未満
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令和８年度　北茨城市保育料（３号認定）

国 市
保育

標準時間
保育

短時間

第１ 第１ 生活保護世帯 0 0

0 0

0 0

0 0

15,000 14,700

7,500 7,350

0 0

17,000 16,700

8,500 8,350

0 0

所得割課税額 19,500 19,200

24,300円以上 9,750 9,600

48,600円未満 0 0

所得割課税額 22,500 22,100

48,600円以上 11,250 11,050 57,699円

72,800円未満 0 0 57,700円

所得割課税額 26,000 25,600 77,100円

72,800円以上 13,000 12,800 77,101円

97,000円未満 0 0

所得割課税額 29,500 29,000

97,000円以上 14,750 14,500

133,000円未満 0 0

所得割課税額 33,000 32,400

133,000円以上 16,500 16,200

169,000円未満 0 0

所得割課税額 36,500 35,900

169,000円以上 (18,250) (17,950)

212,700円未満 0 0

所得割課税額 40,000 39,300

212,700円以上 (20,000) (19,650)

256,400円未満 0 0

所得割課税額 44,000 43,300

256,400円以上 (22,000) (21,650)

301,000円未満 0 0

所得割課税額 48,000 47,200

301,000円以上 (24,000) (23,600)

397,000円未満 0 0

52,000 51,100

(26,000) (25,550)

0 0

＜市の第２子無償化＞
　教育・保育認定（１号／２・３号）を受けて入所している兄弟姉妹から数えて２人目の子が対象です。

令和８年度の保育料軽減（保育）

階層区分 ３歳未満児 国軽減 県軽減

低所得者 ひとり親・在障 二人親
ひとり親・

在障

定　　　　　義 市軽減

第２ 第２
市町村民税
非課税世帯

第３
市町村民税

均等割のみ課税世帯

第３ 第４
所得割課税額
24,300円未満

第５

第４

第６

第７

第５

第８

第９

第10

第６ 第11

第12

第７ 第13

第８ 第14
所得割課税額
397,000円以上

年
齢
制
限
撤
廃
で

第
２
子
半
額
、
第
３
子
以
降
無
償

千
円
軽
減
の
う
え
第
１
子
か
ら
半
額

（
３
歳
未
満
児

上
限
９
千
円

）
、
年
齢
制
限
撤
廃
で
第
２
子
以
降

無
償

未
就
学
児
で
教
育
・
保
育
認
定
を
受
け
て
い
る
児
童
で
数
え
て
第
２
子
に
該
当
す
る
児
童
は
無
償
　
※

年
齢
制
限
撤
廃
し
た
第
２
子
の

３
歳
未
満
児
の
保
育
料
を
半
額

第
３
子
以
降
の
３
歳
未
満
児
の

保
育
料
を
無
償

年
齢
制
限
撤
廃
お
よ
び
所
得
制
限
撤
廃
し
た
第
３
子

以
降
の
３
歳
未
満
児
の
保
育
料
を
無
償

【注意】

保育料の階層区分を決定

するにあたっては、市民税

所得割額を基に行う。ただ

し、税額控除（配当控除、

外国税額控除、住宅借入

金特別控除、寄付金控除

等）がある場合は、控除前

の額を基にする。
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幼稚園型

認定こども園

区分 施設名 保険料
保護者
の会費

教材費 絵本 写真 制服 体操服 主食 バス

いそはら幼稚園 ● 3歳児以上 ● 1歳児以上 ● 3歳児以上 3歳児以上 ● ●

杉の子幼稚園 ● ● ● ● ● 3歳児以上 3歳児以上 ● ●

旭幼稚園 満3歳以上 満3歳以上 ● 3歳児以上 3歳児以上 ● ●

誠之会幼稚園 ● ● ● ● 3歳児以上 3歳児以上 ● ●

大津保育園 ● 1歳児以上 3歳児以上 ●

みなみ保育園 ● 1歳児以上 ● 3歳児以上 ●

中郷保育園 ● ● ● ●

磯原保育園　　　　
白ゆり分園 ● ● ● ● ● 3歳児以上

関本保育所 ● ● ● ●

※施設一覧（保育年齢・保育時間）

標準時間
短時間

平日　7：30～18：30 7：30～18：30

土曜 （行事のみ開所） 8：00～16：00

平日　7：30～18：30 7：30～18：30

土曜　7：30～17：30 8：30～16：30

平日　7：00～18：00 7：00～18：00

土曜　7：30～16：00 8：00～16：00

平日　7：30～18：00 7：30～18：00

土曜　7：30～17：30 7：30～15：30

平日　7：00～19：00 7：00～18：00

土曜　7：00～18：00 8：30～16：30

平日　7：00～19：00 7：00～18：00

土曜　7：00～18：00 8：30～16：30

平日　7：15～19：15 7：15～18：15

土曜　7：15～18：15 8：00～16：00

平日　7：15～19：00 7：15～18：15

土曜　7：15～18：15 8：30～16：30

平日　7：30～18：30 7：30～18：30

土曜　7：30～12：30 8：00～16：00

※保育料以外の費用（下記一覧以外にも発生する場合があります）

区分 施設名 年齢 最大保育時間

いそはら幼稚園
0～5歳児

（月齢12ヶ月から）

杉の子幼稚園
0～5歳児

（月齢12ヶ月頃から）

旭幼稚園
0～5歳児

（月齢12ヶ月から）

誠之会幼稚園
0～5歳児

（月齢6ヶ月頃から）

保育所型
認定こども園

大津保育園
0～5歳児

（産休明けから）

みなみ保育園
0～5歳児

（産休明けから）

中郷保育園
0～5歳児

（産休明けから）

磯原保育園　　　　　
白ゆり分園

0～5歳児
（産休明けから）

保育所

関本保育所
0～5歳児

（10ヶ月頃から）

幼稚園型　　　　
認定こども園

保育所型　　　　
認定こども園

保育所
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幼稚園型認定こども園（私立）

磯原町豊田９２０ 磯原町磯原８２６－４

旭幼稚園 ８０名 誠之会幼稚園 ６５名

いそはら幼稚園　　　　　　　利用定員：３１０名 杉の子幼稚園　　　　　　　　利用定員：７０名

住 所 ： 住 所 ：

電 話 ： 0293-43-1766 ≪園HP≫ 電 話 ： 0293-42-0135 ≪園HP≫

教育時間 9:30～13:30 教育時間 9:30～13:30

保育標準時間 7:30～18:30 保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 8:00～16:00 保育短時間 8:30～16:30

利用定員： 利用定員：

住 所 ： 大津町北町１－７－３ 住 所 ： 関南町関本下９７４

電 話 ： 0293-46-2340 ≪園HP≫ 電 話 ： 0293-46-5435 ≪園HP≫

教育時間 9:15～13:45 教育時間 10:00～14:00

保育標準時間 7:00～18:00 保育標準時間 7:30～18:00

保育短時間 8:00～16:00 保育短時間 7:30～15:30

施　設　案　内

大

津

港

駅

旭幼稚園

国

道

６

号

線
県信

コンビニ

郵便局

コンビニ

（園紹介　P.14-15） （園紹介　P.16-17）

（園紹介　P.18-19） （園紹介　P.20-21）
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保育所型認定こども園（私立）

大津保育園 １０５名 みなみ保育園 ７５名

中郷保育園 １０５名

利用定員： 利用定員：

住 所 ： 大津町１３５３ 住 所 ： 中郷町足洗９１１－１５

電 話 ： 0293-46-5811 ≪園HP≫ 電 話 ： 0293-43-2019 ≪園HP≫

教育時間 9:00～13:00 教育時間 9:00～13:00

保育標準時間 7:00～18:00 保育標準時間 7:00～18:00

保育短時間 8:30～16:30 保育短時間 8:30～16:30

利用定員：

住 所 ： 中郷町日棚１８０６－２

電 話 ： 0293-42-2788 ≪園HP≫

教育時間 9:00～14:00

保育標準時間 7:15～18:15

保育短時間 8:00～16:00

（園紹介　P.22-23） （園紹介　P.24-25）

（園紹介　P.26-27）
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保育所（公立）

磯原保育園 １２４名 関本保育所 ３０名

保育所（私立）

利用定員： 利用定員：

住 所 ： 磯原町磯原７９８ 住 所 ： 関本町八反１８４－５

電 話 ： 0293-42-0737 ≪園HP≫ 電 話 ： 0293-46-1262 ≪園HP≫

保育標準時間 7:15～18:15 保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 8:30～16:30 保育短時間 8:00～16:00

（園紹介　P.28-29） （園紹介　P.30-31）
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学校法人 杉本学園 

杉の子幼稚園

 

幼稚園生活をとおして、 

明るい子、強い子、賢い子を育てる 

 

 

１， 子どもをよく知る 

２， 疑問や興味を助長する 

３， 教えるより、考えさせる 

４， 物事に集中させる 

５， 自分の事は、自分で 

 

◆降園時間◆ 

◆子育て支援◆ 

７:３０ 

８:００ 

８:３０ 

９:５０ 

１０:２０ 

１１:１０ 

１１:５０ 

１２:５０ 

１３:３０ 

１４:００ 

１８:００ 

開園 早朝保育 

登園開始 身支度 

自由遊び 

お始まり 

一斉保育 

自由活動 

昼食 

クラス活動 身支度 

降園準備 

降園 

閉園 ※希望により延長保育あり 

◇預かり保育 

◇杉の子ワンダールーム（学童保育） 

◇ぽかぽかルーム（未就園児対象） 

◇園庭開放（未就園児対象/毎週 水曜日） 

◇一時預かり保育 
 

◆一日の流れ◆ 

◎月･火･木･金 ･･･ １４:００(通常保育) 
 

◎水 ･･･ １２:３０(短縮保育) 
 

◎始業式･終了式 ･･･ １１:００(午前保育) 

 

◆入園対象年齢◆ 

おおよそ１歳頃から就学前まで 
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月 行   事 

4 月 入園式、家庭訪問(希望者)、クラス懇談会 

5 月 保育参観･父母の会総会、お誕生会 

6 月 保育参観、健康診断(内科･歯科)、園外保育 

7 月 七夕写真撮影、お誕生会、お楽しみ会(年長のみ)  

8 月 夏まつり、市民夏まつり参加(年長のみ) 

9 月 お誕生会、手作り人形劇 

10 月 運動会、秋の遠足、ハロウィーン 

11 月 七五三お参り、お買い物ごっこ遊び、お誕生会 

12 月 バザー、クリスマス 

1 月 作品展示会、Ⅰ‐M 講演会、お誕生会 

2 月 記念写真撮影、お遊戯会･英語ラボ発表会 

3 月 お誕生会、お別れ会、父母の会総会、卒園式 

◆幼稚園概要◆ 

 

名 称 

 
 

創 立 
 

所 在 地 

 
 

理 事 長 
 

園 長 
 

建設構造 

 
 

定 員 

 

学校法人 杉本学園  

認定こども園 杉の子幼稚園 
 

昭和 29 年 5 月 4 日 
 

茨城県北茨城市磯原町磯原 826－4 

電話 : 0293－42－0135 
 

杉本 宗平 
 

内桶 治永 
 

(新園舎)鉄筋コンクリート･一部鉄骨 

(運動場)2150 ㎡ 
 

240 名 

◆特別教育◆ 

 

楽しく行う中で、取り組む 

意欲や集中力を引き出します。 

考えて取り組むことで、 

一人ひとりの 

個性や能力を 

伸ばします。 

 

学研の専任講師のもと、 

身近な実験やかがく遊びを 

通して、科学の楽しさを味わい 

子どもの「考える力」・「自分で 

試してみる力」を育てます。 
 

※年長児のみ実施  

 

 

専任コーチの指導のもと、 

マット･ボール･跳び箱・鉄棒 

などを使って、楽しく活動 

します。運動への興味と意欲を 

膨らませ、「こころ」と「からだ」

の成長の機会をつくります。 

 

 

経験豊かなラボテューターと 

共に英語の歌やゲームを通して 

楽しみながら活動する中で、 

自然に英語の力がつきます。 

また、英語と日本語で語られる 

楽しい物語を聴くことで聴く力

を伸ばします。 

 

 

・園バスでの送迎あり 
 

・給食の希望注文可能 
 

・緊急連絡時は携帯メール配信システム使用 
 

 

 

 

年１回、知能教育の一環として「Ⅰ-M 検査」（幼児用 

知能検査）を行い、『プロフィール』を作成し、その後の 

保育指導に役立てております。 

また、当園では「幼児能力総合診断システム」を 

取り入れ、『プロフィール』をもとに、総合的に適切な 

アドバイスを行っています。 

 
 

・体操教室(毎週火曜日/幼児体育研究所) 
 

・英語ラボ教育(毎週水曜日/ラボ教育センター) 
 

・杉の子幼稚園音楽教室ピアノ・エレクトーン(月曜～土曜) 
 

◆１年間の行事◆ 
 

 

 

 

 

英語ラボ
 

学研かがくタイム

◆Ⅰ-M検査 ◆ 

◆その他◆ 

◆課外教室◆ 
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学校法人豊田学園 認定こども園

身の周りのことを

自分でする子

基本的な生活習慣を身に付け
自立の方向に導きます

元気に遊ぶ子

熱中できる遊びを見つけ、試し
たり、取り組もうとする活気の
ある子を育てます

仲間と助け合える子

友達と一緒に過ごし、生き物
とのふれ合いを通して、相手
を思いやる心や、人とつなが
る楽しさを育みます

旭幼稚園は、家庭的で、明るい雰囲気の中で一人ひとりを大切に育てることを大事にしています。
また、四季折々の自然とのふれあい、友達と目いっぱい遊びながら、健やかな心身と豊かな感性を育

める環境を目指しています。

体育・リトミック・知能工作・漢字絵本を活動に取り入れ、実体験を通し、自分で考え工夫し、で

きた喜びを自信に繋げられるような保育を大切にしています。

教育目標『なかまと楽しく遊び、明るくがんばれる子』

◆ 募集園児年齢   ◆ ０歳（１２カ月頃より）～ 就学前

◆ 開  園  時  間    ◆ 月～金 … ７：００～１８：００ 土 … ８：００～１６：００

◆ 子育て支援事業◆ 一時預かり / 延長保育 / 学童クラブ / わかば教室 / 園庭開放
(未就園児教室）

HPはこちらInstagramはこちら

住所：北茨城市大津町北町１－７－３ 電話番号 0293－46－2340

◆課外教室◆

・カワイピアノ教室（ 水・木 ）

・コスモスポーツクラブ（ 金 ）

◆スクールバス エリア◆

北茨城市全域スクールバスを運行しております。

※2歳児からバス利用が可能です。

見学・入園説明

随時、個別に行っています

お気楽にお電話ください
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水族館遠足

運動会

廃材遊び

親子ふれあい参観

お散歩

1歳児プール遊び

電車に乗ろう

おにとんパーティー

園舎・園庭

19ページ

Administrator
テキストボックス
旭幼稚園



20ページ



21ページ

Administrator
テキストボックス
誠之会幼稚園



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 入園対象年齢……1号認定：満 3歳以上  2・3号認定：0歳児（産休明け）より就学前まで 

☆ 安全対策について 

* スマホアプリによる園と保護者間の連絡・共有 

* 門の開閉システム完備（防犯対策） 

* 避難訓練を毎月実施{火災・地震(津波)・不審者} 

* 津波警報又は、揺れが大きい時は大津小学校へ避難 

* 110番通報装置完備（県警ダイレクト通報システム） 

* 職員の研修（子どもの人権擁護・自己〔園・職員〕評価、救急蘇生法、応急手当等 AED研修） 

☆ 諸会計 

  * 主食．副食代（毎月、３歳児以上）※完全給食実施 （無添加を目指す給食） 

* 年間教材費 

※費用については変動するため、詳細についてはお問い合わせ下さい。(TEL：0293 ｰ 46 ｰ 5811） 

 

 

 

社会福祉法人 清和会 認定こども園 大 津 保 育 園 

 
 

乳幼児の望ましい人格の形成を目指

し、保育及び教育を行う。 

  ◆ 丈夫な体づくり 

 ◆ 情操豊かな人格の形成 

  ◆ よき習慣の育成 

  ◆ 知的発達の促進 

保育園の概要 

理 念：こども・子育て支援法に基づき、全ての子どもの健やかな成長のために、適切な環境が等 

しく確保されるよう、良質かつ適切なものとし、地域を含めてすべての人がその役割を果 

たし、相互協力していく。 

方 針：地域の子育て家庭に対して、様々な人や立場や専門機関等と連携を図りながら保育・教育 

のスキルを活かし、地域に開かれた育児文化の拠点として役割を果たしていく。 

沿 革：昭和 46年 2月 22日、社会福祉法人清和会創設。昭和 46年 4月大津保育園開園 

     平成 26年 3月園舎改築完成  ※姉妹園（みなみ保育園、昭和 52年 4月 1日開園） 

平成 27年 4月認定こども園（保育所型）移行    

 

◆ 乳児保育  ◆ 延長保育 

◆ 体調不良児対応型保育（在園児） 

◆ 一時預かり保育(１時間 300円) 

◆ 地域子育て支援センター（AIAI）無料 

◆ 学童保育「大津保育園学童クラブ」 

特別支援事業 保育・教育目標 
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月 行 事 内 容 

４月 入園・進級式 保育参観 内科・歯科健診  

５月 端午の節句会 尿検査(2歳児以上) 

６月 ほいくえんまつり プール開き  

７月 七夕会 お泊り保育（5歳児） 

８月 すいかわり  

９月 消防署見学（5歳児） 

１０月 運動会 園外保育 内科・歯科健診 中学生との交流会 

１１月 芋煮会 園外保育 尿検査(2歳児以上) 七五三詣り(5歳児) 

１２月 クリスマス会 もちつき会 観劇(5歳児) 

１月 小学校訪問（5歳児） 

２月 豆まき会 保育参観 作品展 お別れ遠足(5歳児) 

３月 ひな祭り会 お別れ会 卒園式 

時間 保育内容（０歳～２歳児） 時間 保育内容（３歳児～５歳児） 

7:00 

8:00 

9:00 

9:15 

 

11:00 

12:00 

 

14:30 

 

15:00 

16:00 

18:00 

19:00 

開園 早朝保育 

登園開始（自由遊び） 

 

おやつ・朝の会・設定保育 

 

給食 

午睡 

 

起床、身支度 

 

おやつ 

帰りの会 降園開始 

延長保育 

延長保育終了 閉園 

7:00 

8:00 

9:00 

9:30 

 

11:30 

12:30 

13:00 

 

 

15:00 

16:00 

18:00 

19:00 

開園 早朝保育 

登園開始（自由遊び） 

体育ローテーション 

朝の会・設定保育 

 

給食 

午睡準備 

（着替え・歯磨き・フッ化物洗口） 

1号認定：保育終了（延長保育あり） 

2号認定：午睡 

起床・おやつ 

帰りの会 降園開始 

延長保育 

延長保育終了 閉園 

✻ 保育園の年間行事予定 ✻ 

※土曜保育： 7：00～18：00  縦割り保育(給食・おやつ有) 

保育園の１日の流れ 

＜毎月＞ 

・誕生日会 ・避難訓練 

・身体測定(体重・身長) 

・サッカー教室（4・5歳児） 

（水戸ホーリーホック） 

・ダンス教室(3・4・5歳児) 

 

＜毎週＞ 

・英語教室：火曜日 

(3歳児以上) 

・英語教室（個人） 

月・火曜日 

(希望者のみ 有料) 

英語教室 筆あそび（ゆり） なつまつり 

クリスマス会 消防署見学 鼓笛隊 クッキング 

サッカー教室 
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こども園の概要 

☆ 入園対象年齢  1 号 認 定 ： 満３歳児より 

２・３号認定 ： ０歳児（産休明け）より就学前まで 

 

☆ 保育園の安全対策について 

◆ 門の開閉システム完備（防犯対策） 

◆ 避難訓練を毎月実施（火災・地震（津波）・不審者） 

◆ 津波注意報発令時は 2 階まで保育室避難 津波警報発令時はアルテリアネットワークス 

まで避難 状況により変更有り 

◆ １１０番通報装置完備（県警ダイレクト通報システム） 

◆ 災害時、及びその他の緊急連絡はルクミ―で配信（登録制アプリ） 

◆ 職員の研修（子どもの人権擁護・自己[園・職員]評価・救急蘇生法・応急手当他） 

 

☆ 諸会計         

◆ 主・副食代（毎月：３歳以上  完全給食実施） 

◆ 年間教材費（絵本代・写真代含む）   
※ 費用については、毎年変更があるため、詳細については、お問い合わせ下さい 

 

教育・保育目標 

乳幼児の望ましい人格の形成を目指し 

保育及び教育を行う 

◆ 丈夫なからだづくり 

◆ 情操豊かな人格形成 

◆ よき習慣の育成 

◆ 知的発達の促進 

特別保育事業 

◆ 乳児保育   

◆ 延長保育 

◆ 一時預かり保育（1時間 300円） 

◆ 学童クラブ 

 

理  念 ： こども・子育て支援法に基づき、全てのこどもの健やかな成長の為に、適切な環境が等しく確保されるよう 

良質かつ適切なものとし、地域を含めすべての人がその役割を果たし、相互協力していく。 

方  針 ： 地域の子育て家族に対して、様々な人や立場や専門機関等と連携を図りながら、教育・保育のスキルを生か 

し、地域に開かれた育児文化の拠点として役割を果たしていく。 

沿  革 ： 昭和 52年 4月みなみ保育園開園   平成 23年 7月新園舎完成  

平成 27年 4月保育所型認定こども園移行  ※姉妹園（大津保育園 昭和 46年 4月 1日開園） 

社会福祉法人清和会  認定こども園みなみ保育園 
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こども園の１日の流れ 

年間行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 毎月：誕生会 

☆ 避難訓練（火災・地震（津波）・不審者） 

☆ 身体測定（身長・体重） 

☆ 毎週火曜日：４・５歳児英語教室（無料） 

☆ 年間１２回：水戸ホーリーホック サッカー教室（無料） 

☆ 毎月 1 回：ダンス教室（無料） 

 

（０歳～２歳児）※クラスにより時間配分に異なるところあり   （３歳～５歳児）※クラスにより時間配分に異なるところあり 

時間 保育内容 時間 保育内容 

7：00 

8：00 

9：00 

10：00 

 

11：00 

12：00 

13：00 

 

 

15：00 

16：00 

17：00 

18：00 

19：00 

開園 早朝保育 

登園開始（自由遊び） 

登園終了  おやつ  

朝の会 

設定保育(戸外等で十分体を動かします) 

給食 

午睡準備 

午睡（お昼寝） 

 

 

起床、身支度 おやつ 

帰りの会 降園開始 

 

延長保育 

延長保育終了 閉園 

7：00 

8：00 

9：00 

10：00 

 

11：40 

12：00 

13：00 

 

14：00 

15：00 

16：00 

17：00 

18：00 

19：00 

開園 早朝保育 

登園開始（自由遊び） 

登園終了 体育ローテーション 

朝の会 

設定保育(メロディオン・すうじ・ひらがな・ワーク） 

給食 

午睡準備 

1号認定：保育終了（延長保育有） 

2号認定：午睡（お昼寝）  

年長児は午後設定保育 

起床、身支度 おやつ 

帰りの会 降園開始 

 

延長保育 

延長保育終了 閉園 

◎ 保育時間    月～金曜日 7：00～19：00     土曜日  7：00～18：00 

月 行事内容 

４月 入園・進級式  保育参観(全クラス)  内科健診  歯科健診   

５月 端午の節句会   尿検査（２～５歳児） 

６月 海洋センタープール開き(4～5歳児)  

７月 七夕会  園内夏祭り  5歳児お泊り保育 

８月 すいかわり  市民夏祭り参加(４～5歳児) 

９月 園外保育 

１０月 運動会  園外保育  内科健診  歯科検診 

１１月 園外保育  尿検査（２～５歳児） 七五三詣り(5歳児) 

１２月 クリスマス会  餅つき会  観劇(4～5歳児) 

１月 小学校訪問  かるた会  保育参観(全クラス) 

２月 節分  お別れ遠足  作品展  なわとび会 

３月 ひなまつり会  お別れクッキング  お別れ会  卒園式等 

運動会 

サッカー教室 

七五三詣り 
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中 郷 保 育 園  
 

 中郷保育園は１９７３年（昭和 48 年）４月に開園し、地域における児童福祉施設として 

皆様のご支援のもと、自然環境に恵まれた中で移り行く四季を満喫しながら創立以来、 

家庭的な雰囲気を大事にした保育を心がけています。 

◎ 設置主体    社会福祉法人 丸昌会  理事長 渡 邉  操 

〒319－1556  北茨城市中郷日棚１８０６番地２ 

TEL 0293－42－2788   FAX 0293－42－6445 

◎ 定員９０名（利用定員） 1 号認定 15 名（3～5 才）【全年令組別保育】 

  ★令和６年 4 月 1 日より認定こども園に変更、1 号認定の園児が入園可能です。 

1 号認定とは、幼稚園型【就労不要】なので基本９:００～１４:００迄の保育時間です。

延長保育も可能です。詳細は園に問い合わせてください。 

◎ 受入年齢  

  産休明け（産後８週間）０才児より就学前まで 

◎ 保育目標 

★健康な身体づくり ★意志の強い子 ★創造性のある心豊かな子 

★『はい』『ありがとう』『ごめんなさい』を素直に言える子 

◎ 特別保育事業 

① 延長保育事業 --- 保護者の勤務時間により１９:１５までの保育 

② 学童保育事業 --- 放課後から１８:００まで。（延長保育は１９:１５まで。） 

③ 一時保育事業 --- 保護者の通院、看護、冠婚葬祭等による一時的保育 

④ 体調不良児保育事業 --- 急な発熱等による体調不良児を看護師が対応する。 

「別室、保健室完備」 

◎ 保育時間                       

   ★1 号   【月～金曜日 ８:００～１７:００】延長保育含む。土曜日は休園 

★2・3 号 【月～金曜日 ７:１５～１９:１５, 土 曜 日 ７:１５～１８:１５】 

♪ 園生活の１日の流れ ♪ 

職 員 

園長・主幹教諭・保育士・看護師・栄養士・調理師・事務員・用務員 

保育支援員・内科,歯科嘱託医・ソロバン教室、茶道教室の外部講師 

◎ 全園児完全給食 （アレルギーフリーを目指す給食）  

★ 全園児同じメニューでの食事を目指す。 

★ 乳児用粉ミルク・離乳食・３才以上児主食を含む完全給食。 

中郷保育園 

時　間 保 育 内 容 時　間 保 育 内 容
7:15 開園　早朝保育 7:15 開園　早朝保育
8:50 登園　バス受入れ 8:50 登園　バス受入れ
9:10 視診・検診・お着替え 9:00 1号認定の園児登園
10:00 朝の集会　自由遊び 9:10 視診・検診・お着替え
11:30 給食 10:00 朝の集会　自由遊び
13:00 午睡 11:30 給食
15:00 起床・おやつ 13:00 クラス別保育
15:30 視診・検診・お着替え・帰りの会 14:00 1号認定の園児降園
16:00 降園　バス送り 15:00 おやつ
17:00 延長保育 15:30 視診・検診・お着替え・帰りの会

19:15 閉園 16:00 降園　バス送り
17:00 延長保育
19:15 閉園

　    ０才児～２才児 　    ３才児～５才児
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◎ 通園バスによる送迎  

大型・小型バスの２台にて送迎。 

◎ 地域行事への参加 

      地域高齢者・高齢者施設交流、公共機関（警察署・消防署など）への表敬訪問 

     平目稚魚の放流（大津港・平潟港）・動物【馬】とのふれ合いなど 

◎ 就学前児童教室（5 才児） 

★ ソロバン教室 --- 週２回、就学へ向けて文字や数字の意味及び、書き方を指導。 

 ★ 茶道教室 --- 日本文化を体験し、集中力を養う事を目的としています。（年間） 

  ★ スポーツ教室（年２回）--- 水戸ホーリーホックコーチによる教室 

★ 園児向け落語会の開催 --- 保育園ホールにて開催 

  ◎ 体験教室（3 才児・4 才児） 

★ リトミック教室 ---週１回、音楽に合わせて体を動かし発達を促します。 

◎ 施 設 

敷地面積 --- ４,４４８㎡（1,348 坪）園庭面積---3.408 ㎡（1,032 坪） 

建 物 --- 鉄骨ブロック造平屋建て等 ２棟 延床面積 987 ㎡（299 坪） 

         全室冷暖房設備及び空気清浄機・プラズマクラスターイオン発生機完備 

◎ 年間の行事「抜粋」 (写真紹介) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

4月 竹の子狩り（5才児） 5月 田植え体験 (5 才児) 7月 夏まつり会 

10月 カレー教室 10月 運動会 11月 七五三参り 

11月 表敬訪問 警察署 12月 クリスマス会 

3月 卒園児社会見学 

   （東京スカイツリー） 

 

12月 餅つき会 

茶道教室 （5才児） ソロバン教室 （5才児） 
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電話　０２９３－４２－０７３７

少し異なります

7:15 合同保育・順次登園 7:15 合同保育・順次登園・自由あそび

8:00 クラス受入れ・自由あそび 8:00 クラス受入れ・持ち物の片付け

9:00 運動ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 9:00 運動ﾛｰﾃｰｼｮﾝ・乾布摩擦

9:45 スキム牛乳 9:50 スキム牛乳

10:00 日課活動 10:10 日課活動（カード・リズム・歌など）

室内あそび・戸外あそび・散歩 課題活動（プリント・製作・絵画など）

11:20 昼食 11:00 戸外あそび・室内あそび・散歩

12:40 午睡 11:50 昼食

14:50 おやつ 13:10 午睡

自由あそび 15:00 おやつ

合同保育 16:00 合同保育・自由あそび

16:00 順次降園 順次降園

◎クラスによって時間配分は

社会福祉法人 慶陽会

磯原保育園・白ゆり分園
「知・情・体」の三位一体の総合幼児教育を目指す全人教育を理念とする

知とは 「ことば」

情とは 「リズム」

体とは 「うごき」

どれに偏ることなく 人間の原点に立ち返りながら子どもたちの心身一如の発達を育む

保育理念

保育方針

「動きとことばとリズム」を基調としながら適切な経験を与え 活発な活動を繰り返すことにより幼

児の全面発達に関わる

受入れ年齢

産休明け～

就学前

保育時間

7：15～18：15

【3歳未満児】

完全給食

【3歳以上児】

主食持参

保育事業

◎乳児保育

◎延長保育

◎地域子育てセンター エンゼル ℡0293－30－1515

◎学童保育 風の子クラブ ℡0293－30－1515

園生活の一日

【３～５歳児】【０～２歳児】
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４月 入園式・進級式　

５月 こどもの日　　園外保育　　　

健康診断（内科・歯科）　尿検査

６月 保育参観　　素足保育開始　　

７月 七夕会　　クラス別懇談会　　

プール開き

９月 夏まつり　　素足保育終了

１０月 運動会　　親子遠足　観劇　）　

　尿検査　　健康診断（内科・歯科）

１１月 七五三　　マラソン大会

１２月 クリスマス会　　もちつき会

１月 こども新年会　　保育参観　　ちびっこ発表会

２月 豆まき　　クラス別懇談会　　記念写真撮影

３月 ひなまつり会　卒園式・お別れお遊戯会　園内観劇

《磯原保育園　本園》

　　　《磯原保育園　白ゆり分園》

●公式ホームページ●
【経費】

教材費：年額 2,000～16,000円（年齢に応じて）

父母の会費：月額 500円

月刊絵本代

３歳以上対象児：副食費

年間行事

昭和３９年創立

平成１０年改築

第一園庭と第二園庭あり

第二園庭は…

アスレチック遊具

運動会は、第二園庭で実施

平成２４年開設

０・１歳児専用施設

英語指導

体育指導

（３歳以上児）

毎 週

避難訓練、身体測定

お誕生会

音楽指導（３歳以上児）

毎 月

磯原保育園で検索してください
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 保育理念　 

子どもが現在を最もよく生き 

望ましい未来をつくりだす基礎を培う

◎保育時間◎ 

平日　７：３０～１８：３０ 

土曜　７：３０～１２：３０

人数が少なく家庭的な雰囲気の中、子ども一人ひとりの育ちを大切にし、 

子ども・保護者の気持ちに寄り添った保育をしています。

元気にのびのび 

遊ぶ子ども

自ら考え、 

自分の意思を 

いろいろなものに 

興味を持ち 

工夫する子ども

友達の気持ちを 

考えられる子、 

力を合わせられる 

子ども
個性的で 

規律ある子ども

せきもとっ子の1年

新入・進級式 

総会　親子遠足 

保育参観 

内科健診　歯科検診

プール水泥遊び  七夕  

老人会との交流会

運動会　秋の遠足　 

公民館まつり    七五三   

内科科健診　歯科検診 

クリスマス　新年会 

もちつき  豆まき  保育参観 

おゆうぎ会  ひなまつり　 

おわかれ遠足　修了式

なつ

はる
ふゆ

あき

毎月の行事 

お誕生会　体重測定　　 

避難訓練　交通安全指導 

ICT を導入しました。保護者の方と

毎日、保育所でのお子さんの様子を

やり取りしています。
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畑での野菜つくりや収穫 

クッキング保育もしています。 

少人数ならではの出来る事を考え 

伸び伸びとした環境の中で 

保育しています。

消防署見学や交通安全教室消防士に 

なりたいな

フットサル 

ボランティアで指導に

来て下さっています。 
ボールを追いかけて 
楽しく参加しています。

いろいろな行事 
友達と協力し物事を達成

させる喜びや満足感、何

より子ども達の頑張る姿

は感動です。 

いつでも見学に 

来て下さい。 

赤い汽車ポッポ

が目印です！

嫌いな野菜も

食べられるよ

 

お散歩や製作 
子ども達の発見や 
発想を大切にして 
います。
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令和8年度　北茨城市　認定こども園・保育所入所案内
北茨城市役所　子育て支援課　保育係　
〒319-1592　北茨城市磯原町磯原1630番地
TEL　0293-43-1111（内線134）
HP　https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/kosodate/

MEMO
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